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コンプライアンス規程 
  
 (目 的)  
第１条　この規程は、一般財団法人うんなんコミュニティ財団（以下、当財団という。）の倫理規程の

理念に則り、当財団が直面する、又は将来直面する可能性のあるコンプライアンス（法令等の遵
守をいう。以下同じ。）上の問題を的確に管理・処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な
運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施・運営の原則を定めることを目的とす
る。  

  
（基本方針）  
第２条　当財団に所属するすべての理事、監事、及び正職員・契約職員・パートタイム職員・ボラン

ティアスタッフを含むすべての職員(以下、役職員という。)は、前条の倫理規程の内容を真摯に
受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。  

  
（理事長の責務）  
第３条　当財団の理事長は、この規程の目的を達成するため、コンプライアンスを事業運営の基本

方針の１つとし、コンプライアンス体制の整備及び維持並びに向上に努める。 
 
（役職員の責務）  
第４条　当財団の全ての役職員は、この規程の目的を踏まえ、自らの職務を規制している法令等

について正しい知識を習得するよう努める。 
２　当財団の全ての役職員は、法令等に定めのあることについては、法令等に則って行動し、また

法令等に定めのないことについては、社会的良識に基づき行動して、自らの職務を誠実かつ公
正に遂行しなければならない。  

３　当財団の全ての役職員は、自らの職務を務めるに当たり、以下に掲げる行為を行ってはならな
い。  
(1) 法令等に違反する行為。  
(2) 他の役職員に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆又は強要。  
(3) 他の役職員が法令等に違反する行為を行うことの許可、承認又は黙認。  
(4) 他の役職員若しくはその他の者からの依頼、請負又は強要により法令等に違反する行為を 

行うことへの承諾。  
(5) 反社会的勢力との関係及び取引行為。  
(6) 人種差別及びセクシュアルハラスメント・パワーハラスメント行為。  
(7) 官民問わず汚職や賄賂など禁止。  
(8) 社内で知りえる顧客並びに当社の機密情報を第三者に漏洩する行為。  

４　前項各号に掲げる行為を行った役職員については、就業規則等に基づく処分が課されるもの
とする。  

 
（免責の制限） 
第５条　役職員は次に掲げることを理由に、自らが行った法令違反行為の責任を免れることはでき

ない。 
（1）法令について正しい知識がなかったこと。 
（2）法令に違反しようとする意志がなかったこと。 
（3）当財団の利益を図る目的で行ったこと。 

  
（コンプライアンス担当理事）  
第６条　理事長は、当財団のコンプライアンスにかかわる責任者として、理事の中からコンプライア

ンス担当理事を任命する。 
２　コンプライアンス担当理事は、定期的に理事会に対し、当財団のコンプライアンスの状況につ

いて、報告するものとする。  



３　コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライアンス
に関する各種施策の立案及び実施の責務を有する。  

４　コンプライアンス担当理事の役割・権限は以下のとおりとする。  
(1) コンプライアンス施策の実施の最終責任者  
(2) コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者  

(3) コンプライアンス委員会の委員長  
  
（コンプライアンス委員会）  
第７条　コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当理事の諮問機関として設置し、以下の事
項について、その諮問に答える。  

(1) コンプライアンス施策の検討と実施  
(2) コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング  
(3) コンプライアンス違反事件についての分析・検討  
(4) コンプライアンス違反再発防止策の策定  
(5) その他、コンプライアンス担当理事が諮問した事項  

２　コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当理事を委員長とし、事務局長及び総務担当者
を委員として構成する。  

  
（コンプライアンス委員会の開催）  
第８条　コンプライアンス委員会は、定例委員会として、委員長の招集により、毎年３月及び９月に

開催する。  
２　委員長は、必要があると認めるときは、臨時委員会をいつでも招集することができる。  
  
（コンプライアンス統括部）  
第９条　事務局長は、コンプライアンス体制及びその整備にかかわる企画・推進及び統括を所管
し、コンプライアンス体制の実効性をあげるための方針や施策等を検討・実施する。  
３　事務局長は、コンプライアンス施策の進捗状況その他コンプライアンスにかかわる事項をコンプ

ライアンス担当理事に定期的かつ必要に応じて報告する。  
  
（報告・連絡・相談ルート）  
第10条　役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は、速

やかに事務局長に報告する。  
２　事務局長は、前項の報告又は内部通報等でコンプライアンス違反行為又はそのおそれがある

行為を知ったときは、直ちにその事実をコンプライアンス担当理事に報告するとともに、事実関係
の調査を行い、対応方針を検討し、コンプライアンス担当理事の承認を得て実施する。  

３　役職員は、第１項にかかわらず、緊急の事態等の事由により、事務局長を経由することができな
いときは、コンプライアンス担当理事に直接、第１項の報告をすることができる。  

４　事務局長にコンプライアンス上の問題があると認められた場合は、第１項及び第２項にかかわら
ず、役職員はコンプライアンス担当理事に直接、第１項の報告をすることができ、またコンプライア
ンス担当理事は、事実関係の調査、対応方針の検討及び実施を自らの責任において行う。 

  
（コンプライアンスのための教育）  
第11条　当財団は、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役職員は当財団

の倫理規程を含むこれらの事項について、定期的に研修を受けるものとする。  
  
（改 廃）  
第12条　この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。  
  
附 則  
この規程は、令和２年７月１４日から施行する。（令和２年７月１４日理事会議決）  

 



一般財団法人うんなんコミュニティ財団 

公益通報者保護に関する規程 
  
（目 的)  
第１条 一般財団法人うんなんコミュニティ財団（以下、当財団という。）は、法令違 
反ないし不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの
管理、並びに社会的信頼の確保のため、「ヘルプライン」を設けるとともに、その運
営の方法等を明らかにする目的のため、「公益通報者保護に関する規程｣(以下「この
規程」という。)を定める。  

 　 
（対象者）  
第２条 この規程は、当財団の理事、監事、評議員（以下、役員等という。）、及び職 
員・契約職員・パートタイム職員・ボランティアスタッフを含むすべての職員(以下、
職員等という。)に対して適用する。  

  
（通報等）  
第３条 当財団、当財団の役員等又は職員等の不正行為として別表に掲げる事項(以下、 
申告事項という。)が生じ、又は生じるおそれがある場合、職員等はこの規程の定める
ところにより、通報、申告又は相談(以下、通報等という。)をすることができる。  

２ 前項の申告事項を提供した者(以下、通報者という。)は、この規程による保護の対 
象となる。また、通報者に協力した職員等及びその通報等に基づく調査に積極的に関
与した職員等も同様とする。  

３ 職員等は、この規程に基づき、通報等を積極的に行うよう努めるものとする。  
  
（通報等の方法）  
第４条 この規程に基づいて通報等をする場合、職員等は、次のヘルプライン窓口に対 
して、電話、電子メール、書面又は直接面談する方法等により通報等をすることがで
きる。各ヘルプライン窓口の電話番号、電子メールのアドレス等は、別途職員等に通
知するものとする。  

(1) 人事・労務関する事項又は一切の法律問題に関する通報等  
    ヘルプライン窓口  コンプライアンス担当理事  
(2) 理事、評議員の不正に関する通報又は内部組織での対応が困難と思われる事項に関 
する通報等  

    ヘルプライン窓口  監事  
(3) その他の事項に関する通報等  
    ヘルプライン窓口  事務局長  
２ 職員等は、前項に定めるヘルプライン窓口の一つを選択して通報等を行うものとす 
る。ただし、第８条に定める調査結果について疑義が残る場合には、前に行った通報
等の結果を添えて別のヘルプライン窓口に通報等をすることができる。  

３ ヘルプライン窓口に限らず、相談又は通報を受けた職員等（通報者の管理者、同僚 
等を含む。）は、この規程に準じて誠実に対応するよう努めなければならない。 

  
（通報等の窓口での対応）  
第５条 ヘルプライン窓口は、申告事項のうち、業務上の法令違反や、社会から非難を 
受けるおそれのある業務上の通報等について受け付け、すみやかにその対応を行うも
のとする。ただし、個人に関する根拠のない誹謗中傷は受け付けないものとする。  

２ 無責任な通報等を避けること及び事実関係の確認と調査を行うため、通報等は原則 
として実名によるものとする。ただし、事情により、匿名による通報等も受け付ける
ものとする。  

３ 就業規則その他に定める守秘義務に関する規定は、この規程の定めに従って行われ 
る通報等を妨げるものではない。  

  



一般財団法人うんなんコミュニティ財団 

（通報等に基づく調査）  
第６条 通報等を受けたヘルプライン窓口の受付部署は、通報者に対して、通報等を受 
けた日から20日以内に調査を行う旨の通知又は正当な理由がある場合は調査を行わな
い旨の通知を行うものとする。  

２ 通報等に基づく調査において、通報等の対象となった者は、公正な聴聞の機会と申 
告事項への反論及び弁明の機会が与えられるものとする。  

３ 職員等は、通報等に基づく調査に対して積極的に協力し、知り得た事実について忠 
実に真実を述べるものとする。  

  
（利益相反者の排除）  
第７条 通報事項又は不利益取扱事項に自らが関係する者（以下、利益相反者とい 
う。）は、ヘルプライン窓口、通報等に基づく調査その他通報処理に関与してはなら
ない。  

２ コンプライアンス担当理事は、利益相反者が、前項の業務に当たっている場合に 
は、直ちに、当該利益相反者に替えて、別途担当者を指名する。 

 
（公正公平な調査）  
第８条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口は、通報等の対象となった申告事項の内容 
（ただし、通報者の氏名を除く。)を、直ちにコンプライアンス担当理事に報告し、ま
た、その事実の有無及び内容について速やかに調査し、その調査結果をコンプライア
ンス担当理事に報告するものとする。  

２ 通報等によって提供された情報については、各ヘルプライン窓口の受付部署におい 
て調査することを原則とするが、必要に応じてコンプライアンス委員会又は法律事務
所等他の調査担当部署に調査を依頼することができる。  

３ ヘルプライン窓口の受付部署又は他の調査担当部署における調査は、通報等に基づ 
く情報により、公正かつ公平に行うものとする。  

４ 前３項の調査において通報者の名前を開示する必要がある場合であっても、通報者 
の同意を得なければ、通報者の氏名を開示することはできないものとする。  

  
（調査結果の通知等） 
第９条 調査担当部署は、通報等を受け付けたヘルプライン窓口の受付部署に、調査結 
果をできる限り速やかに通知するものとする。ただし、通報等の対象となった者の個
人情報の扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注意するものと
する。  

２ 調査担当部署から調査結果について通知を受けたヘルプライン窓口の受付部署は、 
通報者に対して連絡ができる場合、通報者に対して調査結果を通知する。ただし、匿
名による通報等の場合はこの限りではない。  

  
（調査結果に基づく対応）  
第10条 前条の調査結果が重大である場合には、コンプライアンス担当理事又は当該業 
務担当理事は速やかに対応を行うものとし、必要に応じコンプライアンス委員会に諮
問し、又は直ちに違法行為を中止するよう命令する等、必要な措置を講じる。  

２ すべての調査結果は理事長に報告するものとし、必要に応じて懲戒処分の手続をと 
り、又は刑事告発、是正及び再発防止措置などをとるものとする。  

３ 通報等をした職員等が当該調査対象である申告事項に関与していた場合、懲戒処分 
その他の扱いにおいて、通報等をしたことを斟酌するものとし、その不利益処分を軽
減することができる。  

４ 調査結果並びにそれに対する対応の概要(ただし、通報者の氏名を除く。)は、直近 
に開催される理事会において報告するものとする。  

  
（情報の記録と管理）  
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第11条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口及び調査担当部署は、通報者の氏名（匿名 
の場合を除く。）、通報等の経緯、内容及び証拠等を、部署内において記録･保管する
ものとする。  

２ 通報等を受けた各ヘルプライン窓口、調査担当部署又はコンプライアンス委員会に 
関与する者その他情報を知り得た者は、その情報に関して秘密を保持しなければなら
ず、通報者の同意がない限り、通報者の氏名等の情報を開示してはならない。  

３ 当財団の役員等及び職員等は、各ヘルプライン窓口、調査担当部署に対して、通報 
者の氏名等を開示するように求めてはならない。  

  
（不利益の禁止）  
第12条 当財団の役員等及び職員等は、通報者の氏名等を知り得た場合、通報等の行為 
を理由として、通報者に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課への悪影響
等、通報者に対して不利益になることをしてはならない。  

 
（懲戒等）  
第13条 第５条第１項ただし書きによる個人に関する根拠のない誹謗中傷を行った場 
合、第10条第２項に規定する者が通報者の氏名その他の秘密を漏洩した場合及び同条
第３項に規定する者が通報者の氏名等の開示を求めた場合又は前条の通報者に対して
不利益になることをした場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処す。  

２ 懲戒処分の内容は、役員等（ただし監事を除く。以下本条において同じ。）の場合 
は、戒告とし、職員等の場合は、就業規則に従い戒告、減給、諭旨退職又は懲戒解雇
とする。ただし、役員等の場合、自主申告による報酬減額を妨げない。  

３ 前項の懲戒処分は、役員等については評議員会が決議し、職員等については理事長 
がこれを行う。  

  
（外部通報への準用）  
第14条 当財団の職員等以外の者からの通報が行われた場合においても、当財団は、第 
３条の規定に関わらず、この規程に準じて必要な措置を実施するものとする。ただ
し、第11条及び第12条に定められた役員等及び職員等に対する処分の規定は適用しな
い 

 
（公益通報者保護制度のための教育）  
第15条 当財団は、当財団の役員等及び職員等に対して、公益通報者保護制度に関する 
研修を行い、また、職員等は当財団の倫理規程を含むこれらの事項について、定期的
に研修を受けるものとする。  

  
（費用弁償等） 
第16条 この規程に基づいて、ヘルプライン窓口の受付部署が申告事項に関わる調査・   
相談等を行った場合の費用は、当財団が負担する。 

 
（改 廃）  
第17条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。  
  
附 則  
この規程は、令和２年７月１４日から施行する。（令和２年７月１４日理事会議決）  
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(別 表)  
不正の定義  
この規程において、法令違反及び不正行為として申告できる事項は、次の事項とする。  
１ 法令に違反する行為(ただし、努力義務に係るものを除く。)  
２ 当財団の役員等、職員等、会員、取引先、受益者、その他利害関係者の安全、健康 
に対して危険な行為又は危険を及ぼす恐れのある行為  

３ 就業規則その他の内部規程に違反する行為（ただし、人事上の処遇に関する不満及 
び努力義務に係るものを除く。)  

４ 当財団の倫理規程に違反する行為（ただし、努力義務に係るものを除く。)  
５ 上記各号又はこれらの行為の隠蔽、証拠隠滅、情報漏洩により当財団の名誉又は社 
会的信用を侵害する恐れのある行為  

以上 
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倫理規程 
 
＜前 文＞ 
 
一般財団法人うんなんコミュニティ財団（以下、当財団という。）は、社会の課題解決や地域の
活性化などの公益活動を支援したい人々と、公益活動を推進する団体等の双方の想いを具現し、
必要な資源の仲介を行い、社会を構成するすべての主体が公益を支える仕組みを構築することに
より、持続可能で豊かな地域社会の創造と発展に資することを目的としており、民間の公益活動
を支援する立場において、その公益性の担い手として、重要な役割を期待されている。 
このような認識のもと、当財団は、厳正な倫理に則り、公正かつ適正な事業活動を行うための

自主ルールとして、以下の倫理規程を制定し、それを遵守するものとした。  
  
当財団のすべての役職員は、その社会的使命と役割を自覚し、この規程の理念が具体的行動と

意思決定に活かされるよう不断の努力と自己規律に努めなければならない。  
  

 
＜本 文＞  
  
（組織の使命及び社会的責任） 
第１条 当財団は、その設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき重大な責務を負っているこ 
とを認識し、地域社会からの期待に相応しい事業運営に当たらなければならない。  
当財団に所属するすべての理事、監事、及び正職員・契約職員・パートタイム職員・ボラン

ティアスタッフを含むすべての職員(以下、役職員という。)は以下のことに留意して行動しな
ければならない。 
(ア) 当財団としての事業活動が広く公益に資するものか、また地域に貢献する事業となっ

ているかを常に考慮する。 
(イ) 経費の適切な使用、並びに業務効率を高め、経費の節約をし、効果的な使用に努め
る。 
(ウ)　国籍・民族・宗教・性別・年齢・出身門地・社会的身分・障害の有無等の理由によって、個人
の尊厳を傷つけることなく、人権尊重を基本とした活動を推進する。 

 
（社会的信用の維持） 
第２条 当財団は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持･向上に努めなけ 
ればならない。  
当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 
(ア) 業務の執行にあたっては、公正、公平を旨とし、公益の増進に資する質の高い価値を

創出することに努める。 
(イ) 当財団のインターネット上の公式アカウントからの情報発信はもとより、個人で開設

しているアカウントも含めて、個人又は団体を中傷、誹謗する内容の情報発信、職務の
公正性又は中立性に疑義を生じさせるおそれのある内容の情報発信、その他当財団の信
用を傷つけ、又は全体の不名誉となる内容の情報発信を行わない。 

  
（法令等の遵守）  
第３条 当財団は、関連法令及び当財団の定款、倫理規程その他の規程・内規を厳格に遵守し、 
社会的規範に悖ることなく、適正に事業を運営しなければならない。  
当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 
(ア) 業務時間内はもとより業務時間外においても、公益の増進を図る財団の役職員である

ことを自覚し、社会的規範や各種法令の遵守、並びに各種事故防止に努める。 
(イ) 法令違反、倫理規程違反、その他社会的規範に悖る行為を発見した場合は、遅滞なく

上司、或いは事務局長に報告する。 
 

1 
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（私的利益の禁止）  
第４条 当財団の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を私 
的な利益の追求に利用することがあってはならない。  
当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 
(ア) 支援候補組織、並びに支援先組織からの、私的な利益供与を禁ずると共に、誤解の生

じるような行為を避ける。 
(イ) 職務や地位を利用して特定の支援候補組織、並びに支援先組織に有利な取り計らいを

するような行為、またはそのような誤解を生じさせるような行為を避ける。 
   
（兼職先組織への利益の禁止） 
第５条 当財団の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、当財団の理事会の承 
諾なしに、当財団以外に役員を務める組織への当財団からの利益の追求があってはならな
い。 
当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 
(ア) 役職員は、有償・無償を問わず、他の組織との兼職状況について虚偽なく申告すると

共に、新たな職務に就任した際、或いは退任した際には、速やかに理事長へ報告をす
る。 

(イ) 役職員が役員を務める組織（非営利、一般事業者の区分を問わず）への資金供与、並
びにその他特定の便益の供与に際しては、公正、公平の立場で行動し、その組織に対し
て特別の便宜を図る行為、またはそのような誤解を生じさせるような行為を避ける。 

 
（利益相反の防止及び開示）  
第６条 当財団の役職員は、その職務の執行に際し、この法人との利益相反が生じる可能性があ 
る場合は、直ちにその事実の開示その他当財団が定める所定の手続に従わなければならな
い。  
当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 
(ア) 支援先の選定にあたっては、公正、公平を旨とし、自ら関与している組織の調査・選

考には加わらない。 
(イ) 役員と職員、または職員同士が談合して、当財団の運営を私的に利用する行為、また

はそのような誤解を生じさせるような行為を避ける。 
(ウ)　助成事業等を行うにあたっては、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力
団体の関係者に対し、特別の利益を与えない。 

(エ)　役職員は、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告を行う。またその
上で、適切な組織において内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る。 

　 
（情報開示及び説明責任） 
第７条 当財団は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務資 
料等を積極的に開示し、基金拠出者、会員、寄附者をはじめとして社会の理解と信頼の向上
に努めなければならない。  
当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 
(ア) 各事業の実施計画を策定する際には、資金拠出者への報告はもとより、ニュースレ

ター、ウェブ等を通じて、適時必要な情報を発信する。 
(イ) 関連法規に則り、事業計画書、事業報告書を適時に公開する。 

  
（情報の保護・管理） 
第８条 当財団は、業務上知り得た組織運営上の各種情報、並びに個人的な情報の保護に万全を 
期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。  
当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 
(ア) 職務上知り得た情報の一切について、書類の管理、電子情報の管理（貸与しているパ

ソコン等の管理を含む）、その他すべての情報管理に留意し、電子機器の盗難や紛失、
並びに他者・他組織へのデータの送信、外部への供与、情報の漏えいを行わない。 

2 
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(イ) 職務上知り得た個人情報については、その利用目的のみに使用し、当事者の同意なし
に第三者への情報提供を行わない。 

  
（研 鑽）  
第９条 当財団の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければな 
らない。  
当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 
(ア) 公益事業を実施しているという社会的使命の他、寄付金等の資金によって運営されて

いることを旨として、新聞やニュース、書籍等の一般的な情報源からの情報収集の他、
講演会等のイベントや、研修への参加等を通じて、自己研鑽に努める。 

(イ) 社会人としての基本的なマナーや道徳観を身につけ、他者の価値観を受け入れ、尊重
し、常に自らの人格を磨く努力をする。 

 
（反社会的勢力・団体との断絶） 
第10条 当財団は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては断固た 
る行動をとるものとし、一切の関係を断絶する。また、反社会的勢力・団体の活動を助長す
るような行為は一切行わない。 
当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 
(ア) 反社会的勢力・団体とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。反社会的勢

力・団体による不当要求は明確に拒絶する。また、反社会的勢力・団体による不当要求
が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいす
るための裏取引を絶対に行わない。 

(イ) 助成事業への申請者に対しては、反社会的勢力・団体との関係がないことを申請時に
文書で確認する。当財団への資金拠出者に対しては、反社会的勢力・団体からの資金が
流入していないことを確認した上で、資金の提供を受ける。 

 
（規程遵守の確保） 
第11条 当財団は、必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状 
況を監督し、その実効性を確保する。  

  
（改 廃）  
第12条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。  
  
附 則  
 この規程は、令和２年７月１４日から施行する。（令和２年７月１４日理事会議決） 
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理事の職務権限規程 
  

第1章 総 則 
（目 的） 
第1条　この規程は、うんなんコミュニティ財団（以下、当財団という。）の定款第24条の規定
に基づき、理事の職務権限を定め、公益法人としての業務の適法、かつ効率的な執行を図るこ
とを目的とする。   

  
（法令等の順守） 
第２条　理事は、法令、定款及びこの法人が定める規範、規程等を順守し、誠実に職務を遂行
し、 協力して、定款に定めるこの法人の目的の遂行に寄与しなければならない。  

  
  

第２章 理事の職務権限 
（理 事） 
第３条　理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、この法人の業務の執
行の決定に参画する。  

  
（代表理事） 
第４条　代表理事は、理事長に就任する。 
　 
（理事長） 
第５条 理事長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。 
(1) 代表理事として当財団を代表し、その業務を執行する。  
(2) 理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。  
(3) 毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告 

する。  
  
（副理事長） 
第６条　副理事長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。 
(1)  理事長を補佐し、当財団の業務を執行する。  
(2）毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告す

る。  
２　副理事長は、前項第１号に掲げる職務権限に加え、理事長に事故あるとき又は欠けたとき
は、理事長の業務執行に係る職務を執行する。 

   
（専務理事） 
第７条　専務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。 
(1) 理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。 
(2) 毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報
告する。 
２　副理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によってその職務
を代行する。 
 
（常務理事） 
第８条　常務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。 
(1)　理事長が定める担当業務を分掌し、執行する。  
(2)　毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告す

る。  
２　副理事長または専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序に
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よってその職務を代行する。 
 
（定款第２５条第２項に定める業務を執行する理事） 
第7条　理事長、副理事長、専務理事、常務理事以外の業務を執行する理事の職務権限は、
別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。 
(1) 理事長が定める担当業務を分掌し、執行する。 
(2) 毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報
告する。 
２　専務理事・常務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序に
よってその職務を代行する。 

 
 
  

第３章 補 則 
（細 則） 
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別   
に定めることができる。  

  
（改 廃） 
第9条　この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。  
  
附 則  
 この規程は、令和２年５月１２日から施行する。（令和２年５月１２日理事会議決）  
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（別表）理事の職務権限 

決裁事項 

項目 

決裁権者 

理事
長 

副理
事長 

専務
理事 

常務
理事 

事業計画及び予算の案作成に関すること ○ 　 　 　 

事業報告及び決算の案の作成に関すること ○ 　 　 　 

人事及び給与制度の立案に関すること ○ 　 　 　 

重要な使用人以外の者の任用に関すること ○ ○ ○ 　 

出張に関すること 　 ○ ○ 　 

契約の締結 ○ 　 　 　 

契約の金額の範囲内の支出 　 ○ ○ 　 

法人の諸規程・諸規則・諸要項に基づく支出または日
常業務に必要な支出（旅費交通費等） 　 ○ ○  

法人の諸規定・諸規則・諸要項に基づく支出または日
常業務に必要な支出以外の支出で、一件につき１万円
以上の支出 

○ ○ 　 　 

法人の諸規定・諸規則・諸要項に基づく支出または日
常業務に必要な支出以外の支出で、一件につき１万円
未満の支出 　 ○　 ○  

冠基金の設置に関すること 
○ 　 　 　 

テーマ別基金の設置に関すること 
○ 　 　 　 

助成要項の作成と決定に関すること 
○ ○ ○ 　 

助成金交付決定に関すること 
○ 　 　 　 

助成金の交付に関することで、すでに助成金交付決裁
後の助成金交付（随時交付など）に関すること 　 ○ ○ 　 
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特に重要な事業の実施に関すること 
○ 　 　 　 

その他の事業の実施に関すること 
　 ○ ○ ○ 

職員の教育・研修に関すること 
　 ○ ○ 　 

渉外に関すること 
　 ○ ○ 　 

福利厚生に関すること 
　 ○ ○ 　 

当財団が行う寄付に関すること 
○ ○ 　 　 

特に重要な寄付の受入に関すること 
○ ○ 　 　 

訴訟に関すること 
○ 　 　 　 

外部に対する文書発簡（特に重要なもの） 
○ 　 　 　 

外部に対する文書発簡（特に重要なもの以外のもの、
または決裁後に随時発簡するもの） 　 

○ ○ ○ 

決裁権者が複数におよぶ決裁事項については、○印のいずれかの者の決裁による。 
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